
第 39回 恵那市都市計画審議会 次第 

 

日時：令和８年３月 30日（月） 

午前９時 30分～ 

場所：恵那市役所西庁舎３階 災害対策室Ⅽ 

 

 

１．開会 

 

２．委員の任命 

 

３．あいさつ 

 

４．会議の成立 

 

５．議事録署名者の氏名 

 

６．審議事項 

（１）恵那市立地適正化計画案について 

 

７．報告事項 

（１）各取り組みの進捗について 

（２）令和８年度の取組み予定について 

 

８．その他 

 

９．閉会 



選出区分 氏名 所属 備考

１号委員 磯　部　　友　彦 中部大学工学部 教授

１号委員 竹　中　　道　明 恵那商工会議所 副会頭

１号委員 可　知　　幸　男 恵那市農業委員会 代表

１号委員 柘　植　　恒　雄 恵那市地域自治区 代表

１号委員 山　田　　敬　志 岐阜県建築士会 東濃支部

２号委員 渡　辺　　武　彦 恵那市議会議員

２号委員 猿　渡　　南　江 恵那市議会議員

２号委員 西　尾　　努 恵那市議会議員

２号委員 千　藤　　安　雄 恵那市議会議員

２号委員 鵜　飼　　伸　幸 恵那市議会議員

３号委員 石　井　　伸　吾 岐阜県恵那土木事務所長

３号委員 坪　井　弥 栄 子 男女共同参画プラン推進委員会 代表

第39回恵那市都市計画審議会　出席者名簿



立地適正化計画（案）について

第39回 恵那市都市計画審議会 資料
令和８年３月30日（月） 9：30～

建設部 都市整備課

1. 概要

2. 意見聴取・関係機関
調整の結果

3. 計画（案）
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・経過
・計画の位置付け
・制度概要と意義

・全体像
・第1章 都市が抱える課題の分析及び解決すべき課題の抽出
・第2章 防災指針
・第3章 立地適正化計画の基本的な方針
・第4章 都市機能・居住を誘導する区域
・第5章 誘導施設及び誘導施策と届出制度
・第6章 計画の目標と評価

・パブリックコメント
・説明会
・関係機関調整（岐阜県、近隣他市）

審議事項（１）



１ 概要 経過

時期 内容

Ｒ５ ・関連計画・データ整理

Ｒ６～Ｒ８
・素案作成、関係機関調整
・都市計画審議会 報告・協議

Ｒ７.９ ・全員協議会 報告 （R5.8 作成着手前 報告済）

Ｒ７.１０ ・地域自治区会長会議 説明

Ｒ７.１１
・パブコメ、広報特集、説明会 実施
・案の作成

Ｒ７.１２ ～ Ｒ８.３ ・県事前調整・隣接市へ照会

Ｒ８.３.３０ ・都市計画審議会 審議

Ｒ８.３.３１ ・計画策定、公表
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Ｒ５

Ｒ６

Ｒ７

関連計画・データ整理 計画検討

都市計画審議会での

報告・協議・審議 計５回

令和６年３月13日（第35回）

令和６年７月12日（第36回）

令和７年６月30日（第37回）

令和７年９月11日（第38回）

令和８年３月30日（第39回）【今回】
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計画体系

恵那市の都市機能を維持するための

市マスタープランの高度化版

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恵那都市計画区域マスタープラン 

自然とともに ひととまちが輝く 活力あふれる恵那 
水と緑の豊かな地域の連携による 

持続可能な定住・交流都市への再構築 

恵那市総合計画 

●交通 

 ＊明知鉄道沿線地域公共交通計画 

 ＊恵那市地域公共交通計画 

●基盤整備 

 ＊恵那市リニアまちづくり基盤 

整備計画 

●住宅 

 ＊恵那市住宅マスタープラン 

 ＊恵那市空家等対策計画 

●防災 

 ＊恵那市国土強靭化地域計画 

 ＊恵那市地域防災計画 

●その他 

 ＊恵那市公共施設等総合管理計画 

 ＊恵那市市有財産（公有財産） 

利活用基本方針 

             等 

●区域区分 

●地域地区（用途地域、防火地域 

・準防火地域等） 

●都市施設（道路、公園、下水道等） 

●市街地開発事業 

●地区計画 

       等 

即す 

即す 即す 

関連計画 

 

 

恵那市都市計画マスタープラン 

 

恵那市立地適正化計画 整合 

即す 

個別の具体の都市計画 

恵那市全体の都市づくりの
方針を示す計画

１ 概要 計画の位置付け



１ 概要 制度概要と意義

立地適正化計画制度 概要と意義

拠点ネットワーク型都市構造 の構築

 ・都市機能が集まる「中心拠点」と
 各地域に「地域拠点」を設定

 ・「中心拠点」と「地域拠点」を
 「公共交通ネットワーク」で結び

  市全体で便利な生活ができるようにする 

再掲「拠点ネットワーク型都市構造」のイメージ図
（恵那市都市計画マスタープラン）

都市機能などが集積した拠点を形成

住宅などの誘導を促進

・中心拠点 … 都市機能を集積

・地域拠点 … 各地域のまちづくりの拠点

拠点を相互に結び付ける

・ネットワーク … 拠点間をつなぐ（地域交通）

参考：用途地域
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計画期間 は ２０年
※ 令和２７年（2045年）

概ね ５年ごとに評価検証



２ 意見聴取・関係機関調整の結果
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パブリックコメント

実施期間 令和７年11月１日～11月30日 意見提出件数 ３ 件

意見等の要旨 市の考え方 （市ウェブサイトに掲載）

恵南地区の中学校統合は、立地適正化計画の理念と整合していない。人口減少率・高齢
化率が高い地域に多額の投資をすることは合理的ではない。

誘導施設として学校施設は設定しておらず、恵南地区は立地適正化区域外です。
中学校統合案は教育委員会が主体となり総合的に検討したものであり、立地適正化計画と
は目的や判断基準が異なります。

計画対象外の地域（恵南）が取り残されるのではないかという不安があるため全市的な
視点で説明してほしい。

地域拠点を設定し、市全体の都市構造として拠点ネットワーク型の都市構造の構築を目指し
ています。これにより、都市計画区域外の地域においても生活利便性の確保を図る計画とし
ています。

立地適正化計画が、総合計画で目指している将来像と馴染んでいない。
立地適正化計画は都市構造の方向性を示すものであるため、総合計画や関連施策と連携し
て取り組みます。今後の具体的な事業や交通施策と合わせて、持続可能なまちづくりをめざ
します。

説明会

開催日時 令和７年11月21日（金）、25日（火） 18：00～19：00 出席者数 ６ 名

意見等の要旨 市の考え方 （説明会で口頭で回答）

総合計画に掲げる将来像との関連性は。網羅されているようにはみえない。
立地適正化計画は都市計画の一種のため、総合計画に定める全ての内容について触れてい
るわけではありません。総合計画の将来像実現のための施策は、都市計画以外の計画にお
いても位置付けられています。

※ その他、意見ではなく質問あり

関係機関調整（岐阜県、近隣他市）

・一部の表・図面などを最新のものに差し替え、位置修正
・出典・根拠法令などの修正
・その他、文言の微修正、表現の統一 など

パブリックコメント
説明会
関係機関調整



３ 計画（案） 全体像

6

序章   立地適正化計画策定の背景と意義 P.2～６

第1章 都市が抱える課題の分析及び解決すべき課題の抽出 P.8～97

第2章 防災指針 P.100～135

第3章 立地適正化計画の基本的な方針 P.138～146

第4章 都市機能・居住を誘導する区域 P.148～169

第5章 誘導施設及び誘導施策と届出制度 P.172～184

第6章 計画の目標と評価 P.186

資料編 P.188～223



３ 計画（案） 第１章、第２章
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第1章 都市が抱える課題の分析及び解決すべき課題の抽出

恵那市都市計画マスタープランの都市づくりの目標と現在の都市構造を照らし合わせて解決すべき課題を抽出

P.8～97

P.97

都市づくりの目標 （市マスタープラン） 解決すべき課題

個性的な地域が連携した魅力と活力のある持続可能な都市の実現

（課題１） 都市拠点の機能低下

（課題２） 生活拠点の機能低下

（課題３） 公共交通による移動利便性の確保が不十分

自然・歴史・文化の保全・活用による美しく環境と共生した都市の創造

（課題４） 用途地域外への居住増加

（課題５） 市外への転出超過

（課題６） 地域活力の低下

安全・安心で快適に住み働き続けられる都市の形成

（課題７） 防災機能・避難体制の構築が不十分

（課題８） 救急・医療体制の構築が不十分

（課題９） 誰もが抵抗なく移動できる環境の整備が不十分



第２章 防災指針

都市防災の観点から、居住や都市機能の誘導に向け、災害種別ごとに災害リスクを整理して防災機能を確保

→ 都市計画運用指針等に基づき、「都市機能誘導区域」「居住誘導区域」を検討

 土砂災害 （急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域） → 指針に基づき、区域に含めない

 洪水 （洪水浸水想定区域、L1・L2、内水洪水浸水想定区域）  → 河川整備計画、ソフト対策を踏まえ、区域に含む

 地震 （想定される地震、液状化）  → 避難体制の強化等

３ 計画（案） 第１章、第２章
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P.100～135、153～157、162

P.155、157、162

誘導区域から
除外する区域

防災上の課題



第3章 立地適正化計画の基本的な方針

まちづくりの方針

上位計画の市総合計画、第１章で抽出した解決すべき課題を踏まえて設定

→ 「活力があり、便利で、誰もが安全に安心して暮らせるまちづくり」

目指すべき都市の骨格構造

恵那市都市計画マスタープランの将来都市構造を踏まえて設定

→ 「拠点ネットワーク型都市構造」 （都市拠点、地域拠点、公共交通ネットワーク）

３ 計画（案） 第３章、第４章
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P.138～146

P.140

P.141

まちづくりの方針

「活力があり、便利で、誰もが安全に安心して暮らせるまちづくり」

P.141

将来都市構造図



第4章 都市機能・居住を誘導する区域

居住誘導区域 の検討

居住誘導区域に定めることが考えられる区域の抽出

居住誘導区域に含めない区域の抽出

将来的な都市計画上の用途地域指定区域との整合

→ 居住誘導区域、居住誘導準備区域、地域拠点 の設定

３ 計画（案） 第３章、第４章
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P.148～169

P.149

P.153

P.160

P.162、164，167

参考：用途地域

居住誘導区域と除外する区域

地域拠点とネットワークの
イメージ図



第4章 都市機能・居住を誘導する区域

都市機能誘導区域 の検討

生活サービス施設への徒歩圏、
用途地域（商業系、住居系（第二種住居地域））

 を中心に検討

→ 都市機能誘導区域の設定

３ 計画（案） 第３章、第４章

P.148～169

P.169

P.168

参考：用途地域

都市機能誘導区域
居住誘導区域 11



第５章 誘導施設及び誘導施策と届出制度

誘導施設の設定方針

（１） 中心拠点及び各地域拠点における各施設の立地状況を整理する。
（２） 地域拠点の生活維持に必要であり、都市機能誘導区域（中心拠点）に

積極的に誘導すべきでない施設は誘導施設に設定しない。
（３） 都市機能誘導区域（中心拠点）への誘導を検討する施設を誘導施設とする。

誘導施設

P.172～184
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誘導施設
誘致の
方針

立地状況

大分類 中分類
都市機能
誘導区域

施設数

行政 市役所 ○ ● 3

教育文化
図書館 ○ ● 1

文化会館・美術館等 ○ ● 2

観光 観光交流センター ◎ ● 1

商業
大規模小売店舗 ○ ● 8

食品スーパー 〇 ● 2

金融 銀行・信用金庫 ○ ● 6

福祉 福祉センター □

子育て支援

子育て支援センター
・ひろば

□

児童館・児童センター □

【誘致の方針の凡例】
○：都市機能誘導区域に現在立地 →現在の機能を維持
◎：都市機能誘導区域に現在立地 →現在の機能をさらに充実
□：都市機能誘導区域外に現在立地→現在の機能を維持しつつ、

 建て替え・新設のタイミングで都市機能誘導区域内に誘導

P.174

P.172

３ 計画（案） 第５章

誘導施設 立地状況



第５章 誘導施設及び誘導施策と届出制度

誘導施策

【都市機能誘導区域】

（１）都市機能を維持・誘導するための施策

1-1 空き店舗・空き家有効活用促進事業
1-2 事業拡大支援事業
1-3 届出制度の運用

【居住誘導区域】

（２）居住を誘導するための施策

2-1 住宅団地開発支援事業奨励金
2-2 民間分譲住宅地開発支援事業補助金
2-3 移住定住推進事業
2-4 届出制度の運用
2-5 都市計画道路の整備
2-6 用途地域等の見直し
2-7 土地区画整理事業の支援

（３） 公共交通の利便性向上のための施策

3-1 公共交通を「活用」する市民の意識づくり
3-2 公共交通を「支える」市民の活動促進
3-3 運転手確保に向けた取り組み
3-4 地域全体の総合的な公共交通ネットワークの形成
3-5 快適な公共交通利用環境の整備
3-6 関係者との連携強化
3-7 当地域に適したMaaSの実現
3-8 新たな技術を活用した付加価値の向上
3-9 バリアフリー化を通じたサービスアップ （現状維持から発展へ）
3-10 観光列車の推進

（４） 今後検討が必要な施策

4-1 公共施設の集約・適正配置
4-2 都市計画区域外における都市機能・居住の集約
4-3 誘導施設の立地助成
4-4 市街地再開発事業の検討
4-5 市営住宅の利活用
4-6 空家解体補助事業の拡充
4-7 地区計画制度等の運用
4-8 都市計画道路の見直し

３ 計画（案） 第５章
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P.178

P.172～184



３ 計画（案） 第６章
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第６章 計画の目標と評価

計画の目標

P.186

目標 指標 基準値 （年度）
目標値

（R11(2029)年度）

居住誘導区域内の

人口密度の維持

居住誘導区域内の人口密度 19人/ha 19人/ha

移住支援制度を利用して

移住した人数
136人 （R5） 150人

公共交通の

利用促進

リニア基盤整備計画事業推進率 15.1％ （R6） 53.1％

公共交通機関の年間利用者数 500,472人 （R6） 540,000人

防災意識の向上

指定避難場所を知っている

市民の割合
86.0％ （R6） 88.0％

住宅用火災報知器の設置率 69.1％ （R6） 73.1%

商業振興
恵那市商工振興補助金（空き店舗

有効活用促進事業）の適用件数
７件 （R6）

（R8～R11述べ件数）

30件

財政の運営状況 財政力指数 0.45 （R6） 0.45

Plan

計画

Do

実施

Check

評価

Action

改善

計画の評価

計画期間 は ２０年
※ 令和２７年（2045年）

概ね ５年ごとに評価検証 を行う

PDCAサイクルを構築



１ 概要 経過

時期 内容

Ｒ５ ・関連計画・データ整理

Ｒ６～Ｒ８
・素案作成、関係機関調整
・都市計画審議会 報告・協議

Ｒ７.９ ・全員協議会 報告 （R5.8 作成着手前 報告済）

Ｒ７.１０ ・地域自治区会長会議 説明

Ｒ７.１１
・パブコメ、広報特集、説明会 実施
・案の作成

Ｒ７.１２ ～ Ｒ８.３ ・県事前調整・隣接市へ照会

Ｒ８.３.３０ ・都市計画審議会 審議

Ｒ８.３.３１ ・計画策定、公表
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Ｒ５

Ｒ６

Ｒ７

関連計画・データ整理 計画検討

都市計画審議会での

報告・協議・審議 計５回

令和６年３月13日（第35回）

令和６年７月12日（第36回）

令和７年６月30日（第37回）

令和７年９月11日（第38回）

令和８年３月30日（第39回）【今回】

再掲
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